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コリネバクテリウム・ウルセランスによる 

ジフテリア様症状を呈する感染症患者に関する情報について 

  

今般、国立感染症研究所における研究結果により、コリネバクテリウム・ウルセラ

ンスによる感染症事例が集積したことから、厚生労働省ホームページの「コリネバク

テリウム・ウルセランス感染症に関するＱ＆Ａ」が更新され、厚生労働省より各都道

府県等衛生主管部（局）長宛別添の通知がなされ、本会に対し情報提供及び周知方依

頼がありました。 

また、本感染症の検査や診断については、保健所と相談のうえ実施することを依頼

するとともに、動物からの感染が強く疑われるものであることから、感染が疑われる

患者に対しては、同居する動物がくしゃみ、鼻水といった呼吸器症状等の本感染症の

感染が疑わしい症状を呈しているかを確認し、該当する場合には、動物について獣医

師への受診を促すよう求めております。 

なお、本感染症の治療にあたっては、ジフテリア抗毒素の使用も選択肢の一つとし

ており、仮に、本感染症の治療に際してジフテリア抗毒素の使用（承認を受けている

効能・効果以外の使用）が必要と医師により判断された場合には、国有ジフテリア抗

毒素（成人用沈降ジフテリアトキソイド）の提供が可能であるとしております。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知のうえ、貴会管下郡市区

医師会等に対する周知方について、ご高配のほどよろしくお願い申し上げます。 
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コリネバクテリウム・ウルセランスによるジフテリア様症状を呈する 

感染症患者に関する情報について 

 

 

 今般、国立感染症研究所における研究結果により、コリネバクテリウム・ウルセラン

スによる感染症（以下、「本感染症」という。）事例が集積しましたので、当省ホームペ

ージの Q&Aを更新しました。 

本件については、別添のとおり、各都道府県、政令市及び特別区衛生主管部（局）長

あて通知しましたので、ご了知願います。また、検査や診断については、保健所と相談

の上、実施いただきますようお願いします。 

また、動物からの感染が強く疑われる感染症ですので、本感染症が疑われる患者に対

しては、同居する動物において、くしゃみ、鼻水といった呼吸器症状等、本病の感染が

疑わしい症状を呈しているか確認いただき、該当する場合には、動物について獣医師の

診察を受けるよう促していただきますよう、貴会会員への周知につきましてご配慮をお

願いします。 

なお、本感染症の治療にあたっては、ジフテリア抗毒素の使用も選択肢の一つとされ

ています。仮に、本感染症の治療に際してジフテリア抗毒素の使用（承認を受けている

効能・効果以外の使用）が必要と医師により判断された場合には、国有ジフテリア抗毒

素（成人用沈降ジフテリアトキソイド）の提供が可能であることを申し添えます。 
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コリネバクテリウム・ウルセランスによるジフテリア様症状を呈する 

感染症患者に関する情報について 

 

 

 コリネバクテリウム・ウルセランスによるジフテリア様症状を呈した患者に対する対

応については、平成 14年 11月 20日付け健感発 1120001 号及び平成 21年７月 22日

付け健感発 0722第３号厚生労働省健康局結核感染症課長通知により、知見の紹介とと

もに、コリネバクテリウム・ウルセランスによる感染症（以下、「本感染症」という。）

の発生に係る情報提供を依頼したところです。 

今般、国立感染症研究所における研究結果により、本感染症の事例が集積したことか

ら、別添のとおりＱ＆Ａを更新しましたので、ご了知願いますとともに、関係者への周

知方願います。 

本感染症については、感染症法に定められたものではありませんが、引き続き当課へ

の情報提供をお願いするとともに、医療関係者や住民の方への周知、感染予防に係る措

置、原因の究明について、特段の配慮いただきますようお願いします。 

また、治療や診断について医師または獣医師から相談があった際には積極的に協力し

ていただくとともに、動物からの感染が強く疑われる感染症ですので、本感染症を把握

した際には、医師及び獣医師と連携し、原因究明のための調査等の対応に協力いただき

ますようお願いします。 

なお、本感染症の治療にあたっては、ジフテリア抗毒素の使用も選択肢の一つとされ

ています。仮に、本感染症の治療に際してジフテリア抗毒素の使用（承認を受けている

効能・効果以外の使用）が必要と医師により判断された場合には、国有ジフテリア抗毒

素（成人用沈降ジフテリアトキソイド）の提供が可能であることを申し添えます。 

本件については、公益社団法人日本医師会及び公益社団法人日本獣医師会にも周知し

ていることを申し添えます。 



コリネバクテリウム・ウルセランス感染症に関するＱ＆Ａ 

平成 21年 7月 22日作成 

平成 30年１月 10日更新 

【一般の方向け】 

Ｑ１ コリネバクテリウム・ウルセランス感染症とは？ 

Ｑ２ 人への感染経路は？ 

Ｑ３ 臨床症状は？ 

Ｑ４ 治療方法は？ 

Ｑ５ 感染予防のためには？ 

Ｑ６ ペットが感染したかもしれないと思った時は？ 

Ｑ７ 日本での発生状況は？ 

Ｑ８ 諸外国での発生状況は？ 

【専門家、特に医療関係者と獣医師の方向け】 

Ｑ９ ジフテリア菌との違いは？ 

Ｑ10 診断方法は？ 

Ｑ11 治療方法は？ 

Ｑ12 感染が疑われるペットの検査は？ 

Ｑ13 ジフテリア菌とウルセランス菌の鑑別は？ 

Ｑ14 ウルセランス菌による感染が診断された動物への対応は？ 

 

【一般の方向け】 

Ｑ１ コリネバクテリウム・ウルセランス感染症（以下「当該感染症」という。）とは？ 

 ジフテリア菌（Corynebacterium diphtheriae）と同様にコリネバクテリウム属に分類
されるコリネバクテリウム・ウルセランス（Corynebacterium ulcerans、以下、ウルセ
ランス菌）という細菌によって引き起こされ、ジフテリアによく似た症状を示す感染症
です。 

 

Ｑ２ 人への感染経路は？ 

当該感染症は、人、犬、猫、牛のほか、様々な動物において感染事例が確認されてお
り、咽喉頭、肺、皮膚、乳腺などに、様々な症状を呈する動物由来感染症です。 

海外においては、乳房炎や関節炎に罹患した牛の生乳からの感染が主に確認されてい
ました[1-3]。最近では、ウルセランス菌に感染した犬や猫からの感染が国内外で広く確
認されるようになっています[3]。 

なお、人から人への感染事例は、国内では現在まで報告がなく、国外においても、非

常にまれです[4, 5]。 

 
Ｑ３ 臨床症状は？ 

 基本的にジフテリアと類似した臨床症状を示します。呼吸器感染の場合には、初期に
風邪に似た症状を示し、その後、咽頭痛、咳などとともに、扁桃や咽頭などに偽膜形成
や白苔を認めることがあります。重篤な症状の場合には呼吸困難等を示し、死に至るこ
ともあります。また、呼吸器以外（頸部リンパ節腫脹や皮膚病変）の感染例も報告され
ています[3, 6]。 

 
Ｑ４ 治療方法は？ 

抗菌薬が有効であるとされています[6]。国内においては、マクロライド系抗菌薬の使
用による回復例が報告されています。 



 
Ｑ５ 感染予防のためには？ 
  人での国内感染事例の多くは犬や猫からの感染であることが確認されており、ウルセ

ランス菌に感染した動物と接する場合には注意が必要です。感染した動物は、くしゃみ
や鼻汁などの風邪に似た症状や皮膚病を示すことがあり、動物間で感染が拡大すること
も報告されています[7]。 
一方で、無症状の保菌動物の存在も報告されています。ただし、過度に神経質になる

ことよりも、一般的な衛生管理として動物と触れあった後は手洗いを確実に行うことな
どにより、感染のリスクを低減することが重要です。 
国内では、人に対する定期の予防接種の対象である３種混合（最近では４種混合）ワ

クチンにジフテリアトキソイド（ワクチン）が含まれています。このワクチンは、当該
感染症に対しても有効であると考えられています[8, 9]。 

  
Ｑ６ ペットが感染したかもしれないと思った時は？ 

飼育している犬や猫が咳やクシャミ、鼻水などの風邪様症状、皮膚炎、皮膚や粘膜潰

瘍などを示しているときは、早めに獣医師の診察を受けるようにしてください。 
また、こうした犬や猫に触る場合は、過度な接触を避け、手袋やマスクをし、触った

後は手洗いなどを励行してください。 
 

Ｑ７ 日本での発生状況は？ 
 2001 年から 2017 年 11 月末までに国立感染症研究所で発生を確認しているものは、25
例です。公表されているものは以下のとおりです。（国立感染症研究所調べ） 

 

  
No. 

発症年
月 

患者  臨床経過等 その他 参 考 文
献 

1 2001 年

２月 

50歳代、女性、

千葉県 

呼吸困難、嗄声、上咽頭

と喉頭前庭に白色偽膜
形成 

飼育している猫 20 匹

飼のうち１匹で皮膚
炎 

[10, 11] 

2 2002 年
10月 

50歳代、男性、
千葉県 

同 上 1 例目の患者と同地区
に住居 

[12] 

3 2005 年
９月 

50歳代、男性、
岡山県 

左耳下腺部腫脹、軽度の
咳等 

飼育していた犬が皮
膚炎（犬死亡後に患者
が発症） 

[13] 

4 2005 年
10月 

50歳代、男性、
大分県 

肺に多発性空洞病変、
咳、痰、発熱等 

猫 12匹飼育 [14] 

5 2006 年
７月 

50歳代、女性、
神奈川県 

呼吸困難、嗄声等。上咽
頭と喉頭前庭に白色偽
膜形成。ジフテリア抗毒

素使用により加療 

その後患者は重症肺
炎の増悪により死亡 

[15] 

6 2009 年
１月 

50歳代、女性、
東京都 

咽頭痛、嗄声等、上咽頭
と喉頭前庭に白色偽膜
形成 

自宅で餌やりをして
いる猫５匹中２匹か
ら菌分離。 

[16] 

7 2010 年
７月 

50歳代、男性、
神奈川県 

腋下膿瘍（穿刺液より菌
分離） 

猫 10 匹飼育。屋外で
も猫に餌やりを行う 

[17] 

8 2010 年
10月 

50歳代、女性、
茨城県 

咽頭痛、嗄声等、上咽頭
と喉頭前庭に白色偽膜
形成 

猫１匹飼育                  [18] 

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/qa/060531-1.html#6


9 2011 年
４月 

50歳代、女性、
滋賀県 

同 上 猫 14匹、犬７匹、 
ヤギ２匹飼育 

[19] 

10 2011 年

12月 

30歳代、女性、

山形県 

右肘膿瘍（穿刺液より菌

分離） 

猫６匹飼育 [20] 

11 2012 年
１月 

30歳代、男性、
香川県 

腋下リンパ節膿瘍（穿刺
液より菌分離） 

親戚宅で犬３匹飼育 [21] 

12 2012 年
11月 

70歳代、女性、
埼玉県 

呼吸困難、嗄声等、上咽
頭と喉頭前庭に白色偽
膜形成 

飼育している猫４匹
中１匹から菌分離 

[22] 

13 2013 年
４月 

20歳代、女性、
埼玉県 

呼吸困難、嗄声等、喉頭
前庭に白色偽膜形成 

猫 18匹飼育 [23] 

14 2014 年

４月 

６歳、女児、 

徳島県 

頸部リンパ節膿瘍（穿刺

液より菌分離） 

猫１匹飼育（発病時皮

膚病） 

[24] 

15 2015 年
９月 

60歳代、女性、
東京都 

発熱、鼻汁等、気管支に
黄白色偽膜形成 

猫３匹飼育（うち１匹
に皮膚疾患あり）。屋
外でも猫に餌やりを
行う 

[25] 

16 2016 年
２月 

17 歳、女性、
北海道 

皮膚病変 犬飼育 [26] 

17 2016 年
３月 

63 歳、女性、
栃木県 

咽頭痛、呼吸困難より人
工呼吸処置要。咽頭から
正門にかけて白苔あり 

猫７匹飼育  

18 2016 年

３月 

岡山県 右頚部化膿性リンパ節

炎 

犬飼育（患者発症２ヶ

月後に死亡） 

 

19 2016 年
５月 

60歳代、女性、
福岡県 

呼吸困難。救急搬送され
て３日目に死亡。喀痰と

血液から菌検出。 

屋外で猫３匹に餌や
り 

[27] 

 
Ｑ８ 諸外国での発生状況は？ 

 英国においては 2007年から 2013年までの７年間に 20例の毒素原性コリネバクテリウ
ム（Corynebacterium diphtheriae または Corynebacterium ulcerans）による人への感
染が認められており、そのうち過半数の 12例（60％）を毒素原性ウルセランス菌による
感染が占めています

(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417
983/Diphtheria_notifications_and_deaths_1986-2014.pdf)。 
また、フランスにおいては 2002年から 2008年までの間に 12例の毒素原性ウルセラン

ス菌による感染（うち２例で犬から菌が分離された）[28]が報告されています。 
 
 
【専門家、特に医療関係者と獣医師の方向け】 
Ｑ９ ジフテリア菌との違いは？ 

  当該感染症は、ジフテリアによく似た症状であることから、欧州の国々では「ジフテ
リア」として扱われている感染症ですが、日本では、感染症法上の届出疾患ではありま
せん。ウルセランス菌とジフテリア菌は血液平板培地上や亜テルル酸含有培地上で良く
似たコロニー性状を示すため、コロニー性状では区別できませんが、後述のように生化

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/qa/060531-1.html#7
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417983/Diphtheria_notifications_and_deaths_1986-2014.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417983/Diphtheria_notifications_and_deaths_1986-2014.pdf


学的性状での鑑別が可能です。 
イングランド公衆衛生局（Public Health England (PHE)）では、ジフテリア（当該感

染症を含む。）の予防・診断・治療に関するガイドラインを公開しています[1]。 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/4161
08/Diphtheria_Guidelines_Final.pdf 

 
Ｑ10 診断方法は？ 
  当該感染症は、二類感染症であるジフテリアと類似した症状を示すため、ジフテリア
との鑑別が重要となります。 
特に咽頭部に難治性の白苔が認められ、培養でグラム陽性桿菌が検出された場合には、

必ず当該感染症を疑ってください。また、臨床症状による鑑別が容易でない場合も多い
ため、以下のような検査が必要です。 

  （検査）・咽頭や鼻腔から採取された検体からのウルセランス菌の分離培養・同定 
      ・分離菌株からの、ジフテリア毒素遺伝子のＰＣＲ法による検出 
      ・分離菌株が産生する毒素の検出（Vero細胞法） 

 
Ｑ11 治療方法は？ 

抗菌薬が有効であるとされています[6]。国内においては、マクロライド系抗菌薬の
使用による回復例が報告されています。原因菌を分離し薬剤感受性試験を実施するこ

とは、患者の治療に有用です。また、PHE作成のガイドライン(Q９参照）では、ジフテ
リアと同様、抗毒素による治療も選択肢のひとつとされていますが、抗毒素はウマ血
液由来の製剤であり、アナフィラキシーや血清病などの可能性への留意が必要である
とも記載されています。PHE作成のガイドライン（抜粋）を巻末に掲載しています。な
お、人に対するワクチンについて、最近では、定期の予防接種が必ずしも有効とは言
い切れないという見方[3]も出てきていますが、PHE作成のガイドラインにおいては、患
者及びその接触者へのワクチン接種が推奨されています。 

 

Ｑ12 感染が疑われるペットの検査は？  
ウルセランス菌に感染したペットは、くしゃみ、鼻水、眼脂、皮膚疾患が認められ

たり、元気がなくなったりします。当該感染症に感染した患者がペットを飼育してい
る場合、症状の有無に関わらず、ペットの咽頭、皮膚、眼脂等から採取した検体にお
いて、Ｑ10 に記載のある検査を行い、ウルセランス菌が分離された場合は、患者から
分離された菌と比較することで、感染経路が推定可能です。また、患者と接触したペ
ットでは、このような症状がなくても検査すると、菌が分離されることがあります。
このようなペットにおける検体採取は、獣医師により、あるいは獣医師の指導のもと
実施してください。 
ペットの検査について、サンプリングする際の調査票（別紙１）を作成しました。 
また、サンプリング時の注意事項及び検体処理については別紙２のとおりです。 

 
Ｑ13 ジフテリア菌とウルセランス菌の鑑別は？ 
 アピコリネキット(シスメックス・ビオメリュー社）や RapID CB Plusキット（アム
コ社など）による生化学試験が有効です。また、rpoB 遺伝子の配列による鑑別も可能
です。しかし、16S rRNA 遺伝子の配列は鑑別に有効ではありません。コロニー形態や
グラム染色像のみでの鑑別はできません。 

 
Ｑ14 ウルセランス菌による感染が診断された動物への対応は？ 
・推奨される処置方法 

感染動物は、ほかの動物に感染が広がる可能性を考慮して隔離して入院させること
が推奨されます。感染動物への処置を行う場合は、ほかの動物や処置を行うスタッフ
への感染予防を考慮して手袋、マスク等の防護を行って処置を実施してください。動

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/416108/Diphtheria_Guidelines_Final.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/416108/Diphtheria_Guidelines_Final.pdf


物の治療や世話に用いた手袋等は（可能であれば高圧蒸気滅菌後）感染性廃棄物とし
て廃棄してください。 
感染動物については、入院させて、抗菌薬（エリスロマイシンまたはクラリスロマ

イシン等のマクロライド系）を２週間ほど投与してください。なお、治療を行った動
物については、再検査の結果、菌が分離されなければ、他の動物や人へ感染はしない
と考えられます。 

 
・多頭飼育がなされている場合の対応 

多頭飼育（おおむね５匹以上）下にある動物において、当該感染症の感染が確認さ
れた場合、発症した動物のみを治療することは飼育群全体への対処として有効ではあ
りません。発症した動物を治療しても飼育されている動物群の中では保菌―発症―自
然治癒が繰り返されるため、飼育群から菌を排除することはできませんので、発症し
ていない動物についても、可能な限り検査（Ｑ12）を実施してください。 

 
・感染動物の飼い主とその家族への対応 

 当該感染症は、犬、猫等の動物から人に感染する可能性のある人獣共通感染症です。
感染動物の飼い主とその家族へのワクチン接種を考慮することが必要です。DPT３種混
合ワクチンや DPT-IPV4種混合ワクチンなどのジフテリアトキソイドを含むワクチンの
接種歴を確認し、その情報とともに（特に接種歴がない、あるいは不明の場合）ワク

チン接種などに関して、かかりつけ医師や感染症に詳しい医師に相談するように助言
をお願いします。 

  



 

 

 

  



[PHE作成のガイドラインについて] 
 

PHE作成のガイドラインにおいて、当該感染症はジフテリアとして扱われるため、隔離

及び接触者の取扱いなどについても詳述されています。日本では、当該感染症はジフテ
リアとして扱われないため、日本における対応と異なることについてご留意下さい。 
治療についても PHE 作成のガイドラインでは、当該感染症はジフテリアと一緒にまと

めて扱われており、抗毒素と抗菌薬について記載があります。 
 

抗毒素については 
・ジフテリア抗毒素の使用は、確定あるいは強く疑われる場合（ガイドラインに診断基
準が示されています）に限って病院内で行うこと 

・古典的な呼吸器ジフテリアの場合は実験室診断を待たずに抗毒素治療を開始すること 
・皮膚ジフテリアの場合には抗毒素による効果よりもリスクを考慮すべきこと 
・抗毒素はウマ血清由来なのでアナフィラキシー等のリスクがあり、そのため使用前に
は十分な過敏性のチェックなどを行うこと 

 
抗菌薬については 
・マクロライド系抗菌薬（エリスロマイシン、アジスロマイシン、クラリスロマイシン） 
・ベンジルペニシリン 

が推奨されています。 
※病原体検査用の検体採取は、抗菌薬を投与する前に行うべきです。 
 
さらに、感染により十分な抗体価の上昇が期待できるとは限らないとして、患者のそ

れまでのワクチン歴に応じて適切なワクチン接種を行うことが推奨されています。 
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別紙１
アンケート調査票

検体採取日時
検体採取者名
検体採取場所（市町村名）

動物の種類は
何ですか？
患者（または飼
い主）の環境に
は何匹の犬や
猫等の動物が
いますか？

個々の動物について、以下の項目を教えて下さい。
動物１ 種類

性別
年齢

症状
呼吸器症状

皮膚症状

その他の症状

重篤度
環境中への分
泌物の放出
(サンプリング
可能）の有無

動物２ 種類
性別
年齢

症状
呼吸器症状

皮膚症状

その他の症状

重篤度
環境中への分
泌物の放出
(サンプリング
可能）の有無

症状

患者との接触の様子（詳しく:
いつから、どこで、どの程度、
どのように、等）

飼育のタイプ（室内飼育、室外
飼育、半野良、野良など）

部位
症状
部位
症状
部位
症状

部位
症状

部位
症状
部位

患者との接触の様子（詳しく:
いつから、どこで、どの程度、
どのように、等）

飼育のタイプ（室内飼育、室外
飼育、半野良、野良など）



動物３ 種類
性別
年齢

症状
呼吸器症状

皮膚症状

その他の症状

重篤度
環境中への分
泌物の放出
(サンプリング
可能）の有無

動物４ 種類
性別
年齢

症状
呼吸器症状

皮膚症状

その他の症状

重篤度
環境中への分
泌物の放出
(サンプリング
可能）の有無

動物５ 種類
性別
年齢

症状
呼吸器症状

皮膚症状

その他の症状

重篤度
環境中への分
泌物の放出
(サンプリング
可能）の有無

症状

症状
部位
症状
部位

部位

部位

患者との接触の様子（詳しく:
いつから、どこで、どの程度、
どのように、等）

飼育のタイプ（室内飼育、室外
飼育、半野良、野良など）
患者との接触の様子（詳しく:
いつから、どこで、どの程度、
どのように、等）

飼育のタイプ（室内飼育、室外
飼育、半野良、野良など）

部位
症状
部位
症状

部位
症状

症状

部位
症状

飼育のタイプ（室内飼育、室外
飼育、半野良、野良など）
患者との接触の様子（詳しく:
いつから、どこで、どの程度、
どのように、等）

部位
症状



別紙２  

獣医師の方へ 
サンプリング時の注意事項及び後の検体処理方法について 

 
 
飼育動物（主として犬、猫）が以下の症状を主訴に受診した場合、あるいは、通院して

いる診療動物（主として犬、猫）に以下の症状が認められた場合。 
１．難治性のくしゃみや鼻汁、眼脂などの風邪様症状 
２．難治性の皮膚炎 
 
 先生方が通常利用されている検査センターへ以下の 1）、2）の検体を細菌検査として検査

依頼してください。 
１） 風邪様症状の場合は、抗菌薬の投与前に鼻腔、口腔内（できれば咽頭部）、目、外耳

などからスワブ（綿棒）を使用して検体を採取する。（滅菌綿棒に生理食塩水を湿らせ

て、当該部位をぬぐう。） 
２） 皮膚の潰瘍や皮膚炎が認められた場合は、抗菌薬の投与前に、当該患部や痂皮など

から滅菌綿棒による検体を採取する。 
分離同定結果がコリネバクテリウム属菌となった場合は、Corynebacterium ulcerans 感

染症である可能性があります。その場合は、検査センターに菌株の確保を手配いただき、

以下の「C. ulcerans 感染疑い動物の検査依頼連絡先」に事前に連絡の上、検査の依頼をし

てくださいますようお願いいたします。検体または菌株の送付方法などの詳細につきまし

ては、ご連絡いただいた際にご説明いたします。 
 
 
Corynebacterium ulcerans 感染疑い動物の検査連絡先 
担当者 組織 連絡先 

岩城 正昭 国立感染症研究所 細菌第二部第三室 042-561-077１ 

山本 明彦 国立感染症研究所 バイオセーフティ管理室 042-561-077１ 

中嶋 洋 岡山県環境保健センター 細菌科 086-298-2681 

（部署対応） 
東京都健康安全研究センター 微生物部病

原細菌研究科寄生虫・動物由来感染症 
03-3363-3231 

古川 一郎 神奈川県衛生研究所 微生物部 0467-83-4400 

梅田 薫 
大阪健康安全基盤研究所 微生物部微生

物課 
06-6771-3147 
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